
公 告

鳥取市総合防災マップ作成業務について公募型プロポーザルを実施するので次のとおり公告する。


令和８年７月６日


鳥取市長　深　澤　義　彦　　　

１  委託業務の内容
（1） 業務名称　鳥取市総合防災マップ作成業務
（2） 業務内容　別紙「鳥取市総合防災マップ作成業務仕様書」のとおり
（3） 業務期間　契約締結の日から令和９年３月１５日まで
（4） 上限価格　１６，６１４，４００円（消費税及び地方消費税を含む。）

２　参加資格
本件公募型プロポーザルに参加できる者は、公告の日（令和８年７月６日）から企画提案書の提出期限（令和８年８月６日）までの間のいずれの日においても、次のすべての要件を満たすこと。
（1） 日本国内に本店を有する法人その他の団体であること。
（2） 過去１０年以内（平成２８年４月１日以降）に国又は地方公共団体から同様の業務を受託し、完了した実績があること。
（3） 業務仕様書で定める委託業務について、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有していること。また、本市の指示に柔軟に対応できること。
（4） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
（5） 国税及び地方税の滞納がないこと。
（6） 鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。
（7） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
（8） 鳥取市暴力団排除条例（平成２４年鳥取市条例第１号）第２条第１号から第３号までに規定する者又は鳥取市の行政事務からの暴力団等の排除に関する要綱（平成２８年１月１７日施行）第３条に規定する者でないこと。

３　募集要項等の配布
（1） 配布する書類 　
鳥取市総合防災マップ作成業務実施要項、鳥取市総合防災マップ作成業務仕様書、様式集、評価基準、企画提案選定委員会設置要綱
（2） 配布期間　令和８年７月６日（月）から同月２４日（金）まで
（3） 配布場所　配布資料は本市公式ウェブサイト(https：//www.city.tottori.lg.jp)に掲載するとともに、８の担当部局で直接配布する（鳥取市の休日を定める条例（平成元年鳥取市条例第２号）第１条第１項に規定する鳥取市の休日（以下「鳥取市の休日」という。）を除く日の午前８時３０分から午後５時までとする。）。

４　参加申込み
当該業務の企画提案への参加を希望する者は、募集要項に定めるところにより、本市に対し次のとおり書類を提出するものとする。
（1） 提出書類
企画提案参加申込書（様式２）、会社概要、登記事項証明書、国税・地方税の納税証明書、業務実績調書（様式３）
（2） 受付期間　令和８年７月６日（月）から同月２４日（金）までの日の午前８時３０分から午後５時まで（必着）
（3） 受付場所　８の担当部局
（4） 提出方法　８の担当部局へ直接持参（鳥取市の休日を除く。）又は郵送にて提出するものとし、郵送の場合は簡易書留等の配達記録が残る方法により提出期限までの必着とする。ファクシミリ・電子メール等での提出は不可とする。

５　企画提案書の提出
当該業務の企画提案へ参加する者は、募集要項に定めるところにより、本市に対し次のとおり書類を提出するものとする。
（1） 提出書類
企画提案書提出届（様式５）、企画提案書、見積書
（企画提案書は８部、他は各１部）
（2） 受付期間　令和８年７月３０日（木）から令和８年８月６日（木）までの日の午前８時３０分から午後５時まで（必着）
（3） 受付場所　８の担当部局
（4） 提出方法　８の担当部局へ直接持参（鳥取市の休日を除く。）又は郵送にて提出するものとし、郵送の場合は郵便書留により提出期限までの必着とする。ファクシミリ・電子メール等での提出は不可とする。

６　審査方法
企画提案書の審査は、別途定める要綱に基づき設置する鳥取市総合防災マップ作成業務企画提案選定委員会において行い、企画提案書及びプレゼンテーションの内容を別途定める評価基準に基づき審査する。

７　その他
（1） 本プロポーザルへの参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。
（2） 提出された書類は返却しない。
（3） 提出された書類は、本プロポーザルの審査及び契約手続きに必要な範囲で使用す　
る。
（4） 本公告に定めのない事項は、募集要項、業務仕様書その他関係書類による。
（5） 本プロポーザルは、予算の成立その他必要な条件が整うことを前提として実施す
　るものであり、事情により中止又は変更する場合がある。

８　担当部局
〒６８０－８５７１
鳥取市幸町７１番地
鳥取市危機管理部危機管理課
（電 話）０８５７－３０－８０３４
（F A X）０８５７－２０－３０４２
電子メール kikikanri@city.tottori.lg.jp

